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独立行政法人国立大学財務・経営センターの年度計画（平成１９年度）

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号)第三十一条の規定により、独立行政法

人国立大学財務・経営センター（以下「センター」という。）の中期計画に基づき、平成

十九年度の業務運営に関する計画（以下「年度計画」という。）を次のとおり定める。

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 業務内容を精査し、必要に応じて組織の見直しを行う。

２ 業務内容の見直しを行い、アウトソーシング可能なものについては、外部委託を推

進するとともに、外部委託の契約内容も逐次見直し、より一層の効率化を図る。

３ 事務情報化を推進し、事務処理のより一層の効率化を図る。

４ 運営費交付金を充当して行う業務については、既存事業の徹底した見直し、効率化

を図る。このため、一般管理費（退職手当を除く。）に関し、計画的な削減に努め、

３％以上の削減目標を達成するほか、その他の事業費（退職手当を除く。）について、

１％以上の業務の効率化を図る。また、大学共同利用施設の管理運営費等についても

業務の効率化を図る。

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置

１ 国立大学法人等の財産管理、財産処分及び財産の有効活用に関する協力・助言

国立大学法人等の適切な財産管理に資するため、各大学が抱える共通の課題につい

て、その処理実績を収集し、情報の提供を行うとともに、個別問題の解決のため、求

めに応じ外部の専門家を活用した法律相談等を行い、適正に処理できるよう協力する。

さらに、国立大学法人等関係者を対象とする研究協議会を２回程度開催する等によ

り、協力・助言を行う。

２ 施設費貸付事業及び施設費交付事業

（１）施設費貸付事業

① 文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人に対し、大学附属

病院の施設整備等に必要な資金として貸付けを行う。

② 貸付けに当たっては、国立大学法人の財務状況等を十分勘案し、償還確実性の審

査等を行う。
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③ 貸付事業に必要となる財源として、長期借入れ及び債券発行により資金の調達を

行う。

④ 貸付事業に係る債権について、貸付先に払込通知書を発行するなど長期借入金債

務等の償還を確実に行う。

（２）施設費交付事業

① 文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人等に対し、施設整

備等に必要な資金として交付を行う。

② 施設費交付事業の実施に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律」に準じ、交付対象事業の適正な実施の確保を図る。

３ 寄附金の受入れ及び配分

下記の事項に留意しつつ、寄附金の受入れ・配分を行う。

① 寄附金受入れを促進するため、ホームページ等により、社会に積極的に広報し、

普及させる。

② 配分に当たっては、受入れ内容を十分考慮するとともに、透明性を確保しつつ、

配分を行う。

４ 高等教育に係る財政及び国立大学法人等の財務・経営に関する調査及び研究

国立大学法人等の財務及び経営の改善に資するため、下記の調査及び研究を行う。

① 大学の財務及び経営に関する国内外の事例等を参考にしつつ、マネージメント・

システムとその運用について、調査研究を進め、研究成果を公開し、関係者の参考

に供する。

特に、平成１８年度までの各国立大学の資金配分方法に関する調査研究結果と、

国際的な高等教育財政・財務に関する改革の動向を踏まえつつ、法人化後における

各国立大学の資金調達等の状況について、調査及び研究を行う。今年度は主として

関連文献・資料・データの収集を実施する。

② 高等教育財政に関連する内外の諸問題について、調査研究を進め、研究成果を公

開し、関係者の参考に供する。本年度は、ヨーロッパを中心に諸外国の大学財政に

ついて調査を行い、大学の予算獲得及びその配分について日本との比較研究を進め

る。

③ 各国立大学法人の財務及び経営に関する関係資料を収集し、平成１８年度の国立

大学法人の財務・経営に関する現状分析及び過去３年間の時系列比較分析を行う。

④ ＯＥＣＤのＩＭＨＥ（高等教育機関マネージメント）事業に参加するとともに、

内外の関係機関等との交流協力を深める。



- 3 -

⑤ 調査研究の成果を公開し、関係者の参考に供するため、高等教育財政・財務研究

会を５回程度、シンポジウムを１回、講演会を２回程度開催し、また、研究紀要を 1

回、研究報告などを随時刊行する。

５ 国立大学法人等の財務及び経営の改善に資するための情報提供

① 財務・経営に関する調査研究で得られた成果を随時国立大学法人等に提供する。

② 国立大学法人等に対し、マネージメントの参考資料として作成・配布した、財務

・経営に関する基本的知識の解説、参考事例、基本資料等からなるガイドブックに

ついて、随時その内容の更新・充実を図る。

③ 国立大学法人の決算に基づいた財務諸表等の集計・分析を行い、その結果を国立

大学法人に提供する。

④ マネージメントに関する情報の提供・交流のための説明会・シンポジウム・講演

会などを１回程度開催する。

６ 財務・経営の改善に関する協力・助言

国立大学法人等の財務・経営の改善について、各大学が抱える共通課題について、

その処理実績を収集し、情報の提供を行うとともに、個別問題の解決のため、求めに

応じ、経営コンサルタント等の民間実務者による経営相談など、協力や専門的・技術

的助言を行う。

７ 大学共同利用施設の管理運営

大学等の教育、研究、社会貢献等に関する諸活動の利用に供するために大学共同利

用施設の管理運営を行う。

それぞれの施設の設置目的を考慮しつつ、有効利用が図られるようにする。また、

利用者のうち、７割程度以上（任意抽出調査）の利用者が満足するよう、各種サービ

スの質的向上に努める。

① 学術総合センター共用会議室の管理運営

学術・高等教育に関する会議・講演会・研修会等を開催する場としての「学術総

合センター共用会議室」の管理運営を行う。

施設利用の促進を図るため、次のサービスの向上等を行う。

ア）会議室等に係る案内書を作成・配布

イ）ホームページを活用した会議室の利用に係る情報提供サービスを充実

ウ）施設利用に伴う会場設営等のサービスを、求めに応じて提供する。

エ）業務の外部委託の促進

② キャンパス・イノベーションセンターの管理運営

社会人を対象としたサテライトキャンパス、企業関係者等との連携・協力等を行
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うリエゾンオフィス等を有した地域社会への貢献や産学官連携・情報発信の拠点と

なる「キャンパス・イノベーションセンター」の管理運営を行う。

また、施設利用の促進等を図るため、ホームページ等を活用しＰＲを行うととも

に、事務の効率化を図るため、その業務については積極的に外部委託を行う。

８ 国立大学法人財務・経営情報提供システムの構築

国立大学法人財務・経営情報提供システムの供用を開始する。

９ 旧特定学校財産の管理処分

国から承継した旧特定学校財産について、施設費交付事業等の財源に充てるため、

次のとおり対応し、その処分促進に努める。

① 広島大学本部地区跡地

地元自治体との協議を進め、処分の促進に努める。なお、地元自治体による具体

的な処分が見込まれない場合は、速やかに一般競争により処分を行う。

② 東京大学生産技術研究所跡地

独立行政法人国立美術館に対し国立新美術館用地として貸付を継続しつつ、早期

売却の実現を図る。

１０ 承継債務償還

国から承継した旧国立学校特別会計の財政融資資金からの債務について、関係する

４３国立大学法人から納付される金銭を確実に徴収し、承継債務（旧国立学校特別会

計法に基づく国立学校特別会計の財政融資資金からの負債）７６８億円の償還及び当

該債務に係る２２４億円の利子の支払いを確実に行う。

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

１ 平成１９年度に係る予算 別紙１のとおり

２ 平成１９年度に係る収支計画 別紙２のとおり

３ 平成１９年度に係る資金計画 別紙３のとおり

４ 自己収入の確保

大学共同利用施設について適正な利用料の徴収を行うとともに、利用率の向上に努

める。
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５ 人件費の削減

平成１９年度の常勤役職員に係る人件費については、中期計画を達成するため、平

成１８年度に比べて１％以上を削減する。ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与

改定分については、削減対象から除く。なお、人件費の範囲は、報酬（給与）、賞与、

その他の手当であり、退職金、福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）は含まな

い。その際、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、役職員の給与について、必要な見

直しを行う。

Ⅳ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額

１０１億円とする。

２ 想定される理由

運営費交付金の受入れの遅延、承継債務償還及び施設費貸付事業に係る関係国立大

学法人の債務償還遅延（この場合の借換えは行わない。）等が生じた場合に対応する

ため。

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保する計画

予定なし。

Ⅵ 剰余金の使途

１ 調査研究の充実

２ 情報提供の充実

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画

（１）方針

① 限られた人員での効率的・効果的な業務の遂行を実現するため、業務量の変動に

応じた柔軟な組織体制を構築するとともに、人事交流により質の高い人材の確保を
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図り、職員の計画的かつ適正な配置を行う。

② 専門的研修事業等の活用により、職員の専門性を高めるとともに、意識向上を図

る。

（２）人員に係る指標

常勤職員数については、抑制を図る。

（参考１）

平成１９年度の常勤職員数 ２６人

（参考２）

平成１９年度の人件費総額見込み ２７５百万円
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（別紙１）

平成１９年度 予 算

（一般勘定） （単位：百万円）

収 入

運営費交付金 ５２２

産学協力事業収入 ２７１

雑収入 ２

計 ７９５

支 出

業務経費 ５７０

センター事業費(退職手当を除く) ２９９

うち 人件費(退職手当を除く) １７５

物件費 １２４

退職手当 ０

産学協力事業費 ２７１

一般管理費 ２２５

一般管理費(退職手当を除く) ２２３

うち 人件費（退職手当を除く） １０１

物件費 １２２

退職手当 ２

計 ７９５

（施設整備勘定） （単位：百万円）

収 入

長期借入金等 ７０，６００

承継債務負担金等収入 １０７，５９８

財産処分収入 ６，３００

財産貸付料収入 ６１５

財産処分収入納付金等 ４９

資金からの繰入額 １，７５５

計 １８６，９１７

支 出

施設費貸付事業費 ７１，１５５

施設費交付事業費 ８，６００

承継債務等償還金 １０６，５５１

その他の業務費 ３３３

翌年度貸付事業財源額 ２７８

計 １８６，９１７
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（総括表）

（単位：百万円）

収 入

運営費交付金 ５２２

産学協力事業収入 ２７１

雑収入 ２

（施設整備勘定）

長期借入金等 ７０，６００

承継債務負担金等収入 １０７，５９８

財産処分収入 ６，３００

財産貸付料収入 ６１５

財産処分収入納付金等 ４９

資金からの繰入額 １，７５５

計 １８７，７１２

支 出

業務経費 ５７０

センター事業費(退職手当を除く) ２９９

うち 人件費(退職手当を除く) １７５

物件費 １２４

退職手当 ０

産学協力事業費 ２７１

一般管理費 ２２５

一般管理費(退職手当を除く) ２２３

うち 人件費（退職手当を除く） １０１

物件費 １２２

退職手当 ２

（施設整備勘定）

施設費貸付事業費 ７１，１５５

施設費交付事業費 ８，６００

承継債務等償還金 １０６，５５１

その他の業務費 ３３３

翌年度貸付事業財源額 ２７８

計 １８７，７１２
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（別紙２）

平成１９年度 収支計画

（一般勘定） （単位：百万円）

費用の部

経常費用 ８７９

センター事業費 ２９９

産学協力事業費 ２５５

一般管理費 ２２５

減価償却費 １００

収益の部 ８７９

運営費交付金 ５２２

産学協力事業収益 ２７１

雑益 ２

資産見返運営費交付金戻入 １２

資産見返物品受贈額戻入 ７２

純利益 ０

総利益 ０

（施設整備勘定） （単位：百万円）

費用の部

経常費用 ３４，６１７

施設費交付事業費 ８，６００

支払利息 ２５，８４９

その他の業務費 １６８

収益の部 ２６，５６２

財産貸付料収益 ６１５

財産処分収入納付金等収益 ４９

受取利息 ２５，８９８

純損失 ８，０５５

国立大学財務・経営センター法

第１５条積立金取崩額 ８，０５５

総利益 ０
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（総括表） （単位：百万円）

費用の部

経常費用 ３５，４９６

センター事業費 ２９９

産学協力事業費 ２５５

一般管理費 ２２５

減価償却費 １００

（施設整備勘定）

施設費交付事業費 ８，６００

支払利息 ２５，８４９

その他の業務費 １６８

収益の部 ２７，４４１

運営費交付金 ５２２

産学協力事業収益 ２７１

雑益 ２

資産見返運営費交付金戻入 １２

資産見返物品受贈額戻入 ７２

（施設整備勘定）

財産貸付料収益 ６１５

財産処分収入納付金等収益 ４９

受取利息 ２５，８９８

純損失 ８，０５５

国立大学財務・経営センター法

第１５条積立金取崩額 ８，０５５

総利益 ０
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（別紙３）

平成１９年度 資金計画

（一般勘定） （単位：百万円）

資金支出 ７９６

業務活動による支出 ７９５

次年度への繰越金 １

資金収入 ７９６

業務活動による収入 ７９５

運営費交付金による収入 ５２２

産学協力事業による収入 ２７１

その他の収入 ２

前年度よりの繰越金 １

（施設整備勘定） （単位：百万円）

資金支出 １８６，６３９

業務活動による支出 １０５，７７２

財務活動による支出 ８０，８６７

資金収入 １８５，１６２

業務活動による収入 １１４，５６２

承継債務負担金等の回収による収入 １０７，５９８

財産の売払による収入 ６，３００

財産の貸付による収入 ６１５

財産処分収入納付金による収入 ４９

財務活動による収入 ７０，６００

（総括表） （単位：百万円）

資金支出 １８７，４３５

業務活動による支出 １０６，５６７

財務活動による支出 ８０，８６７

次年度への繰越金 １

資金収入 １８５，９５８

業務活動による収入 １１５，３５７

運営費交付金による収入 ５２２

産学協力事業による収入 ２７１

その他の収入 ２

承継債務負担金等の回収による収入 １０７，５９８

財産の売払による収入 ６，３００

財産の貸付による収入 ６１５

財産処分収入納付金等による収入 ４９

財務活動による収入 ７０，６００

前年度よりの繰越金 １


